
商品先物取引法における不招請勧誘禁止緩和に抗議する会長声明 

 

 経済産業省及び農林水産省は、２０１５年（平成２７年）１月２３日、商品先物取引法

施行規則の一部を改正する省令（以下「本省令」という。）を定め、商品先物取引について

不招請勧誘の禁止規定を緩和することを公表した。 

 本省令は、当初の公表案を若干修正し、同規則第１０２条の２を改正して、ハイリスク

取引の経験者に対する勧誘以外に、顧客が６５歳未満で、年収８００万円以上又は金融資

産２０００万円以上を有する者について、顧客の理解度を確認し、投資上限額を設定する

などの要件を満たした場合に、訪問や電話勧誘を許容する例外規定を盛り込んでいる。 

この内容は、一定の年齢や一定の年収又は金融資産を要件としているものの、その要件

を満たすかどうかの確認が電話または訪問によって行われることから、結果として、電話

や訪問による勧誘を無制約に許容することになる。これでは法律が禁止した不招請勧誘を

解禁するに等しく、このような内容を省令で定めることは法律の委任の範囲を超えて違法

なものといわざるを得ない。 

 また、本省令は、要件確認の方法として、顧客に対し、年収や金融資産の申告書面を差

し入れさせたり、書面による問題に回答させて理解度確認を行う等の手法を示しているが、

いずれも業者が顧客を誘導して事実と異なる申告をさせたり、答えを誘導するなどの行為

が蔓延してきたところであって、これらの手法が委託者保護のために十分機能するとは到

底いえない。 

 当会は、２０１３年（平成２５年）１１月２０日付けで、消費者保護の観点から商品先

物取引における不招請勧誘禁止の撤廃には強く反対するとの会長声明を出していた。その

後、全国のすべての単位会が不招請勧誘禁止の撤廃に反対する会長声明などを表明した。

このような異例ともいえる事態のなかで、本省令は、法律を改正しないままに、不招請勧

誘の禁止規定の原則と例外を逆転させるものであって、消費者保護の観点から許容するこ

とができず、また、法律の委任の範囲を超えて違法であるから、直ちに改廃し、このまま

施行することのないよう強く求めるものである。 

 

以 上 

 

２０１５年（平成２７年）３月２６日 

福岡県弁護士会 会長 三浦邦俊 

 


